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Ⅰ はじめに 

１．計画策定の背景 

我が国の都市における今後のまちづく
りは、人口の急激な減少と高齢化を背景
として、高齢者や子育て世代にとって、
安心できる健康で快適な生活環境を実現
すること、財政面及び経済面において、
都市に振り向ける投資余力を維持するこ
とが、大きな課題です。 
こうした中、医療・福祉施設、商業施
設や住居等がまとまって立地し、高齢者
をはじめとする住民が公共交通によりこ
れらの生活利便施設等にアクセスできる
など、福祉や交通なども含めて都市全体
の構造を見直し、安心して暮らせるよう、
地域公共交通と連携して、コンパクトな
まちづくりを進めることが重要です。 

 

 

■ 我が国の将来人口推計  
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２．伊⾖の国市における都市計画の変遷 

伊豆の国市（以下、本市という。）は、本市及び函南町の１市１町で構成する、田方
広域都市計画区域に含まれます。1971 年に田方広域都市計画区域、1976 年に区域区
分を指定し、市街化区域と市街化調整区域が区分されました。2005 年の本市誕生後も
区域区分は変更なく現在に至ります。 
空中写真で、1976 年の区域区分指定当時と、2012 年を見比べると、市街化区域の
中で「既にコンパクトな市街地が形成」されてきている様子が確認できます。 

 

 

■ 1976 年                   ■ 2012 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土地理院空中写真を加工
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３．⽴地適正化計画とは 

（１）⽴地適正化計画制度 

立地適正化計画（以下、本計画という。）は、全国的に進む「人口減少」と「少子

高齢化」の進展を背景に、今後も安心できる健康で快適な生活環境の実現、財政面及
び経済面において持続可能な都市経営を可能とするために創設された、都市再生特別
措置法に基づく制度です。 

国は、2014 年８月に都市再生特別措置法の一部改正を施行し、生活拠点などに、
福祉・医療等の施設や住宅を誘導し、集約する制度（立地適正化計画制度）や、地方
公共団体が中心となり、まちづくりと連携して面的な公共交通ネットワークを再構築
するための新たな仕組みを設けました。都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医
療・福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した地域公共交通
ネットワークの再編を行うことにより、コンパクトシティ＋ネットワークの実現を図
ることとしています。 

また、本計画は、「居住の誘導」や、「都市機能（医療・福祉、商業、行政機能

等）の誘導」により、持続可能なまちづくりを目指す計画です。 

計画策定にあたっては、本市の都市構造及びポテンシャルを踏まえ、市街化区域内
における居住誘導区域・都市機能誘導区域や機能誘導の方策等を定めます。具体的に
は、各機能誘導方針を定め、医療・福祉、商業、行政サービス機能等の都市機能増進
施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）、並びに適正な人
口密度を維持し、バランスの良い人口誘導を図る都市の居住者の居住を誘導すべき区
域（以下「居住誘導区域」という。）を設定し、実現のための方策を示す計画としま
す。  
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（２）⽴地適正化計画と都市計画マスタープラン、各種関連計画との関係 

本計画は、2011 年に策定済みの「伊豆の国市都市計画マスタープラン」の高度
化版として、第２次伊豆の国市総合計画や静岡県が定める都市計画区域マスタープラ
ンに即するとともに、医療・福祉、商業、交通、防災など幅広い視点での検討が必要
なため、各種関連計画との整合を図り、将来の都市形成に係る方針を定めます。 

 

 

 

 ■ 様々な関係施策との連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他、雇用や居住の面で間接的に関係する観光や歴史・文化分野の施策とも、連携を図ってい

く必要があります。 
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静岡県総合計画 

計画に沿った事業等の実施 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（静岡県による策定） 

静岡県都市計画区域マスタープラン 

（田方広域都市計画） 

＜都市計画法第 18 条の２の規定＞ 

「伊豆の国市都市計画マスタープラン」

2011 年３月策定 

 

 

 

 

 

          

 

 

※都市再生特別措置法抜粋 

（立地適正化計画）  

第 81 条  市町村は、都市計画法第４条第２項に規定する都市計画区域内の区域について、

都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他

の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与

するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化計画」とい

う。）を作成することができる。 

地域における総合的かつ計画的な行政の

運営を図るための基本構想 

（市町村による策定） 

第２次伊豆の国市総合計画 

【全体構想】・【地域別構想】 

本市全域を対象に、都市計画に関する基

本的な方針を示す。 

伊豆の国市立地適正化計画 

（都市再生特別措置法第 81 条の規定）

今回策定 

都市計画の決定又は変更 

○地区計画  

○都市計画道路・都市公園・下水道 等 

その他の取り組み 

○各種条例・法制度等の活用  

○地区レベルのルールづくり（協定）等 

関係機関と

の調整 

○県都市計

画課他 

○庁内関係

部局 

他法令等に基

づく関連計画 
○地域防災計画 
○農業振興地域

整備計画 
○高齢者保健福

祉計画 
○第２次地域福

祉計画 
○地域公共交通

基本計画 
○公共施設等総

合管理計画、

公共施設再配

置計画 
○子ども・子育

て支援事業計

画 

○国土利用計画 

整合・ 

連携 

整合・連携 

即す 

即す 

協議・

調整 

実現化施策 

都市計画の施策  都市計画以外の施策 

調和 高度化 



 

7 
 

     伊⾖の国市⽴地適正化計画                                   

   

４．⽴地適正化計画に定める事項 

（１）⽴地適正化計画の区域 

本計画は、本市全域を計画区域とします。 
 

■ 伊豆の国市の位置図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■ 計画区域図 

  

韮山反射炉 

狩野川 

伊豆箱根鉄道 

順天堂大学医学部

附属静岡病院 

計画区域
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（２）居住誘導区域、都市機能誘導区域 

本計画においては、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定めるほか、居住誘導区域
に含まない区域等を定めます。なお、本計画において、居住調整区域の設定はありま
せん。 

 

 

 ■ 区域設定のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 居住調整地域とは、立地適正化計画に記載された居住誘導区域に含まない区域のうち、住宅地

化を抑制するために定める地域地区です。居住調整地域の設定は任意事項となります。

居住誘導区域や都市機能誘導区域は、都市再生法特別措置法第 81 条第２項の規定に基

づく、都市の居住者の居住を誘導すべき区域。居住誘導区域と都市機能誘導区域は、市街

化区域内に設定します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域や都市機能誘導区域を定めることが考えられる区域（国の⽅針） 
 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺区域 
 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、

都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

 都市機能や居住が一定程度集積している区域 

（本計画では設定しない）

居住誘導区域に含まない区域 

（災害の危険性等現状の土地利用規制を再認識すべき区域）

都市機能誘導区域 

居住調整地域※ 

都市計画区域（市域） 

市街化区域 

一部の住宅団地

や別荘地、集落

市街化調整区域 

居住誘導区域 


